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No.27【回答】

お見込みのとおりです。事業者は、要求水準書及び提案書
に従い、適切に修繕等を実施すれば、修繕等のやり方に
ついては事業者の提案によるものとします。

お見込みのとおりです。事業者は、要求水準書及び提案書
に従い、適切に保守管理を実施すれば、保守管理のやり
方については事業者の提案によるものとします。
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